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「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）」の改定 

及び下水道使用料のあり方の見直しについて 

 

「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）」の改定について及び下

水道使用料のあり方について、２０２６年２月６日に町田市下水道事業審議会から答申を

受けました。 

答申を踏まえて、公営企業としての持続的かつ安定的な下水道経営のため、「未来につな

ぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）」の改定を行うとともに、下水道使用料

のあり方の見直しに取り組みます。 

 

 

Ⅰ 「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）」の改定について 

 

１ 改定の目的 

「町田市下水道ビジョン」に基づく中長期的な経営の基本計画である「未来につなぐ

下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）」（２０２１年３月策定）について、こ

れまでに明らかになった多様な課題に対応し、事業計画の実効性を高め、経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上を推進していくため、改定を行いました。 

２０２６年３月に、改定後の計画である「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市 

下水道事業経営戦略）２６－３５」を策定しました。 

 

２ 計画期間 

改定前の計画期間の後半５年間を引き継ぎながら、中長期的な視点で取り組むため、

２０２６年度から２０３５年度までの１０年間の計画とします。 

 

３ 内容 

「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）２６－３５概要版」 

（別冊）のとおり 

２０２６年３月１８・１９日

行 政 報 告 資 料

下水道部下水道経営総務課 
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Ⅱ 下水道使用料のあり方について 

 

１ 下水道使用料のあり方の見直しの目的 

地方公営企業である下水道事業では、汚水処理費を下水道使用料収入で賄う独立採算

が原則です。しかし、収入面では、人口減少や節水意識の高まりなどにより有収水量が

減少し使用料収入の減収が見込まれます。また、費用面では、昨今の急激な物価上昇や

労務単価、人件費の高騰などが見込まれるとともに、施設の老朽化に伴う修繕費用など

の増加が見込まれます。 

下水道管の老朽化に伴う道路陥没や処理場の停止といった事態を招かないよう、適正

な維持管理を実施し、今後も安定した下水道事業を運営するためには、１９９９年７月

以降改定が行われていない下水道使用料のあり方を見直す必要があります。 

 

２ 下水道使用料のあり方に関する答申内容 

（１）改定の必要性 

下水処理に係る事業の独立採算を維持するためには、汚水処理に係る費用を下水道使

用料で賄えている割合、いわゆる経費回収率を１００％以上で維持する必要がありま

す。 

経費回収率は２０２４年度時点で９７．４％であり、汚水処理費に対する適正な水準

を下回っています。引き続き費用抑制などの経営努力を続けても、今後の物価上昇によ

り、さらに経費回収率が低下することが予想されます。経営の健全化と安定化を図るた

めには、できるだけ速やかに経費回収率１００％を目指した下水道使用料の改定を行う

ことが必要であると考えます。 

 

（２）下水道使用料の改定に向けた算定期間 

適正な下水道使用料を算定するにあたり、あまり長期間を想定すると予測の確実性が

担保されず、必要以上に大幅な改定を見込む必要が生じる場合があるため、一般的な算

定期間は３年から５年程度とされています。 

今回の審議会答申後、速やかに使用料改定が行われた場合を想定し、また、次期の経

営戦略改定に併せて再度使用料の見直しが行われるものとして、算定期間は２０２７年

１月から２０３１年３月までの４年３か月間とします。 

なお、今後も概ね５年度ごとに使用料の見直しを行うことが適当であると考えます。 

 

（３）下水道使用料の体系の考え方 

① 基本水量制の廃止 

基本水量制とは、基本使用料の中に一定量までの使用料を含む料金体系のことであ

り、町田市では現在８㎥までの使用料が含まれています。しかし、節水型機器の普及な

どにより、基本水量に満たない世帯が増加しており、基本水量内の使用者は水量の多寡

にかかわらず使用料が同額であり、不公平感が生じています。 
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このような理由から基本水量制を廃止する自治体が増えており、町田市においても基

本水量制を廃止し、１㎥から従量使用料の対象とする使用料体系に見直すことが妥当で

あると考えます。 

 

② 二部使用料制と基本使用料割合の維持 

町田市の下水道使用料体系は、基本使用料と従量使用料からなる二部使用料制を採用

しています。下水道事業運営に必要な最低限の経費を安定的に賄う観点から、汚水処理

にかかる費用のうち、需要家費（使用料徴収経費等）や固定費（人件費、減価償却費、

支払利息等）は基本使用料で賄うことが望ましいとされています。 

改定にあたっては、二部使用料制を維持した上で、使用料収入全体のうち基本使用料

で賄う割合（基本使用料割合）の引き上げを検討しました。しかし、一般家庭への影響

に配慮し、現行の基本使用料割合を維持することが妥当であると考えます。 

 

③ 逓増制の継続 

町田市の現行の使用料体系では、汚水量が多くなるほど１㎥あたりの単価が大きくな

る「逓増制」を採用しています。これは、多量使用者のために大型化した設備投資に係

る費用を回収する必要があるという考え方や、限りある資源を適切に使用していくため

に、多量使用者の水使用を抑制するという考え方に基づいています。一方で、一部の多

量使用者に過度な負担を強いることは、景気動向で水量の多寡が左右され、また、民間

企業等の市外転出や自己処理への変更を誘発するなど、下水道事業経営の不安定化を招

くことに繋がります。 

以上のことから、逓増制を継続しつつ、逓増度については緩和することが妥当である

と考えます。 

 

④ 下水道使用料の改定率 

２０２７～２０３０年度の経費回収率を１００％以上とし、経営の健全化・安定化を

図るため、改定率３５％の改定が必要であると考えます。 

 

⑤ 公衆浴場用使用料体系の改定 

公衆浴場については、公衆衛生の向上及び住民の福祉の増進に寄与していること、入

浴料金が物価統制令による規制を受けていることから、下水道使用料を低く抑えるよう

政策的配慮が求められています。そのため、現在、一般汚水用とは別の料金表により、

下水道使用料が低く抑えられています。 

その考え方を踏襲した上で、今回の使用料改定案では一般家庭へも広く負担増を求め

ていることや、東京都内の大人の一般公衆浴場入浴料金の統制額が２０２４年８月から

３０円値上げされていることを踏まえ、改定率を抑えたうえで、基本使用料及び従量使

用料を改定することとします。 
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（４）下水道使用料改定案（１か月／１㎥につき・税抜き） 

種類 区分 汚水量 現行 改定案 現行差 

一般 

汚水 

基本使用料  ５６０円 ７４０円 １８０円 

従量使用料 

８㎥まで ０円 ３０円 ３０円 

８㎥を超え２０㎥まで １１０円 １３０円 ２０円 

２０㎥を超え３０㎥まで １４０円 １７０円 ３０円 

３０㎥を超え５０㎥まで １７０円 ２１０円 ４０円 

５０㎥を超え１００㎥まで ２００円 ２５０円 ５０円 

１００㎥を超え２００㎥まで ２３０円 ２９０円 ６０円 

２００㎥を超え５００㎥まで ２７０円 ３４０円 ７０円 

５００㎥を超え１０００㎥まで ３１０円 ３９０円 ８０円 

１０００㎥を超える分 ３４５円 ４４０円 ９５円 

浴場 

汚水 

基本使用料  ２８０円 ３７０円 ９０円 

従量使用料 
８㎥まで ０円 ４０円 ４０円 

８㎥を超える分 ３５円 ４０円 ５円 

 

３ 改定案に基づく下水道使用料の算定例（１か月につき・税抜き） 

使用水量 ８㎥ ２０㎥ ５００㎥ ２，０００㎥ ４，０００㎥ 

モデルケース 単身世帯 
 

３～４人家族 飲食店 工場・病院 大学・百貨店 

下水道

使用料 

現行 ５６０円  １,８８０円  １２０,６８０円  ６２０,６８０円  １,３１０,６８０円 

改定案 ９８０円  ２,５４０円  １５１,９４０円  ７８６,９４０円  １,６６６,９４０円 

現行差 ４２０円  ６６０円  ３１,２６０円  １６６,２６０円  ３５６,２６０円 

 

Ⅲ 経過 

２０２４年１１月１２日 町田市下水道事業審議会へ諮問 

審議会を全８回開催 

２０２６年 ２月 ６日 町田市下水道事業審議会から答申 

      ３月 ６日 「未来につなぐ下水道事業プラン 

（町田市下水道事業経営戦略）２６-３５」策定 

 

Ⅳ 今後の予定 

２０２６年 ３月２０日 「未来につなぐ下水道事業プラン 

（町田市下水道事業経営戦略）２６-３５」公表 

３月２４日～４月２０日 下水道使用料の改定に関する意見募集 

５月下旬  下水道使用料の改定に関する意見募集結果公表 
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第１章　経営戦略の趣旨

１．趣旨
　町田市の公共下水道事業は、事業着手から６０年以上が経過していますが、施設老朽化の進行や
社会情勢の変化により経営環境は年々厳しさを増しています。住民生活に資する重要なインフラで
ある下水道施設を整備・維持し、継続的に下水道サービスを提供していくためには、計画的な施策
の展開、徹底した効率化・経営健全化が必要です。
　これまで、２０２１年３月策定の「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）」（以
下、「前計画」という。）に基づき、下水道事業の経営健全化に取り組んできました。策定から５年
が経過し、事業進捗や経営分析、環境変化などにより明らかになった多様な課題に対応し、経営基
盤の強化と財政マネジメントの向上を推進するため、計画の見直しが必要となりました。
　そこで、今後も持続的かつ安定的な下水道経営を実現していくため、前計画を改定し、「未来に
つなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）２６－３５」を策定します。

２．構成
　下水道事業を取り巻く状況の変化や前計画の振り返りに基づき、課題の再整理と推計を行い、基
本方針に沿って「効率化・経営健全化の取組み」「１０ヵ年の事業計画」「経費回収率向上に向けたロー
ドマップ」を検討し、それらを反映した「投資・財政計画」を策定しています。

３．計画期間
　本計画は、前計画の計画期間後半５年間を引き継ぐ、改定版の計画として策定します。
　中長期的な視点で経営基盤の強化と財政マネジメントに取り組むことを趣旨とした計画であるた
め、計画期間は２０２６年度から２０３５年度までの１０年間とします。

図１－１　経営戦略２６－３５の構成

図１－２

第１章 経営戦略の趣旨 第４章 経営の基本方針

第２章 下水道事業の現状と課題 　『効率的で健全な経営を図り、

第３章 下水道事業を取り巻く将来推計 より良い下水道サービスを提供する』 

第５章 効率化・経営健全化の取組み

第６章 10ヵ年の事業計画

PDCAサイクル 第８章 経費回収率向上に向けたロードマップ
による進捗管理

第９章 進捗管理 第７章 投資・財政計画

未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水道事業経営戦略）26-35

反映

詳細は「本編」の P.８〜 P.１０を参照
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第２章　下水道事業の現状と課題

１．下水道事業を取り巻く社会情勢
　近年では、気候変動、大規模地震、人口減少、下水道施設の老朽化、物価高騰などの変化が全国
の下水道事業に大きな影響をもたらしています。２０２４年の能登半島地震では耐震化など災害対策
の重要性が、２０２５年の埼玉県八潮市での道路陥没事故では施設の維持管理やインフラマネジメン
トの重要性が、再認識されました。
　都市部の浸水リスク軽減対策、地球温暖化対策も進められています。また、技術発展やＤＸ推進
も事業に反映していくことが必要です。
　限られた資源や人員、時間的制約の中でも、効率的かつ効果的に事業を継続するため、ハードと
ソフトを組み合わせた取り組みを進めることが求められています。

出典： 国土地理院ウェブサイト

地理院タイル（標高タイル）を加工して作成

この地図は「2022町田市地形図」を使用して作成したものです

成瀬

クリーン

センター

鶴川

ポンプ場

鶴見川

クリーン

センター

凡 例

：行政境界

：処理区界

：汚水の流れ

標高の凡例

高

低

鶴川処理

町田処理

【管 渠 等 概 要】

種別
管渠延長
（km）

汚水管 1,328

マンホール
ポンプ
（箇所）

37

雨水管 348

合計 1,676

－

37

：処理分区界

表２－１　下水処理場基本情報

現有処理能力
（日最大） 113,200m3/日  57,800m3/日  5,328m3/日

処理方式

りん除去型硝化内生脱窒法（4池）

―

嫌気無酸素好気法（2池） 嫌気無酸素好気法（2池）

標準活性汚泥法 （6池）
標準活性汚泥法（8池）

所在地 町田市南成瀬八丁目1番地１ 町田市三輪緑山一丁目１番地 町田市三輪町284番地1

計画処理人口 　251,000人 163,540人 15,370人

処理開始年月日 1977（昭和52）年 10月 1990（平成2）年 2月 1990（平成2）年 4月

敷地面積 52,400m2 201,100m2 5,450m2

施設名 成瀬クリーンセンター 鶴見川クリーンセンター 鶴川ポンプ場

詳細は「本編」の P.１１〜 P.３３を参照

図２－１　町田市の地勢図と管渠概要

２．町田市下水道事業の概要
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図２－２　管渠整備状況と耐用年数５０年を超過する管渠率
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　町田市の下水道事業は着手から６０年以上経過しています。法定耐用年数を超える管渠や更新時
期を迎える処理場施設について、ストックマネジメント手法による計画的な改築更新事業等を進め
る必要があります。

３．財務の状況
　重要指標である「経費回収率」は１００％を下回り、
本来使用者が負担すべき汚水処理費を下水道使用料収
入で賄えていない状況です。施設老朽化に伴う維持管
理費の増加に加え、物価高騰や労務単価の上昇等によ
り、経費全体が増加傾向にあります。公営企業として
「独立採算制の原則」に基づく適正な経営を行うため、
さらなる経費削減に努めるとともに、収益の増進策を
検討し、経費回収率の改善を図る必要があります。
　また、「流動比率」は他団体と比較しても著しく低く、
企業債償還等の流動負債に対する現金等の流動資産の
割合が低い状況です。今後増加が見込まれる施設の修
繕や改築更新に備えて、現金預金残高を確保し、流動
比率の改善を図る必要があります。

年度

流動比率

経費回収率

年度

町田市
類似団体６市平均
比較対象団体全１０市平均

図２－３　経費回収率と流動比率
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第３章　下水道事業を取り巻く将来推計

１．人口普及率と下水道接続人口の推計
　人口普及率は、微増を続けており２０３５年度には９９．５％となる見込みです。一方、町田市未来づ
くり研究所の「町田市将来人口推計報告書」の推計値を踏まえると、下水道接続人口は徐々に減少
し、２０３５年度には４０４，５１５人となる見込みです。

図３－１　人口普及率と下水道接続人口の推計

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
下水道接続人口 420,986 419,605 417,989 416,250 414,378 412,409 410,471 408,429 406,382 404,515
人口普及率 99.2 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5

図3-1 人口普及率と下水道接続人口の推計
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２．有収水量と下水道使用料収入の推計
　下水道接続人口の減少や節水型機器の普及、節水意識の高まりなどにより、有収水量の減少が見
込まれ、現在の推移を踏まえると２０３５年度には３，８８８万㎥となる見込みです。
　また、現行の使用料体系を維持した場合、有収水量の減少に伴い、下水道使用料収入も２０３５年
度には４７億円まで減少する見込みです。
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図3-2 有収水量と下水道使用料収入の推計

年度

図３－２　有収水量と下水道使用料収入の推計

詳細は「本編」の P.３４を参照
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第４章　経営の基本方針

　長期的な視野に立った今後の下水道のあり方に関する基本方針や施策の方向性については、
２０１２年度から概ね３０年先を見据えた計画である「町田市下水道ビジョン」に定めています。
　基本理念『次世代につなげる良好な水環境を目指して』の達成に向けて、３つの基本方針『環境
に配慮した施設整備を行い、より良い環境づくりを進めます』 『災害に強いまちづくりを進め、安
心な暮らしを築きます』 『効率的で健全な経営を図り、より良い下水道サービスに取り組みます』
に沿って事業に取り組んでいます。
　下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増し、多様な課題が明らかになっています。今後、喫
緊あるいは中長期的な課題の解決に取り組み、経営を持続的かつ安定的なものとして次世代につな
いでいくことが必要です。
　これらを踏まえて、改定前の経営戦略（前計画）に引き続き、『効率的で健全な経営を図り、
より良い下水道サービスを提供する』 ことを経営の基本方針とします。

図４－１　町田市下水道事業の基本理念と基本方針（「町田市下水道ビジョン」から作成）

図４－１　町田市下水道事業の基本理念と基本方針（「町田市下水道ビジョン」（2012年3月策定）か

町田市下水道事業の基本理念

町田市下水道事業の基本方針

詳細は「本編」の P.３５を参照
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第５章　効率化・経営健全化の取組み

　公営企業として持続的かつ安定的に下水道事業を経営していくため、事業の現状や課題を踏まえ
て、中長期的な視野に基づき、引き続き、経営基盤の強化、効率的・効果的な投資、危機管理体制
の強化、公共用水域の水質保全の取組みを進めます。

１．経営基盤の強化
●人材育成
　�　下水道事業を安定的に実施しながら、多様化や高度化が進む行政需要に的確に応えていくため

に、「経営感覚を持ち、経理や財務に明るく実務に強い人材の育成」や「下水道に関する各種技
能を有する人材の育成及び習得した技能の継承」の視点から人材育成に取り組みます。

２．将来を見据えた効率的・効果的な投資 

●資産の有効活用
　�　未利用の下水道用地や施設などの空きスペースに

ついて、有償での使用許可又は貸付けを行い、その
収益を下水道施設・設備の維持管理費の財源として
活用します。

 
●広報活動の取組み
　�　下水道の役割、下水道の適正利用や下水道使用料

などへの理解を深めていただくため、「ＧＥＳＵＩＤＯ通
信」の発行や、「下水道の日（９月１０日）」に関連
したイベントなどを活用し、広報活動に努めます。

●計画的な改築更新
　�　持続可能な下水道事業を継続

していくために、「町田市ストッ
クマネジメント計画」に基づき
管路施設及び下水処理場の点検
を行い、「リスク評価及び調査
優先順位」の検討を元に設計、
改築更新を実施します。

図５－１　鶴見川クリーンセンターの敷地の一部を
　　　　スポーツ施設用地として貸付け

図５－２　「ＧＥＳＵＩＤＯ通信」

図５－３　設備の点検・調査作業（左）、設備の補修・修繕作業（右）

詳細は「本編」の P.３６〜 P.５１を参照

スポーツ施設用地
として貸付け

鶴見川クリーンセンター　
水処理棟
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図５－４　ウォーターＰＰＰのレベルイメージ図

浄水場・下水処理場の場合
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コンセッション
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事例
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浜松市等

上水：
宮城県のみ

更
新
支
援
型
（CM

方
式
）

類似事例は複数あるも
のの、これまで明確な
位置づけがなかった

上下水ともに
GLあり

コンセッション
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Step-up
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単純委託（レベル１程度）

単純委託からのコンセッション導入は
大きすぎるステップのため、段階的に検討

ウォーターPPP更新支援型から
更新実施型へStep-up

ウォーターPPPレベル３.5から
レベル４へStep-up

図５－６　水質検査の様子

図５－５　実証技術（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）の概要

●民間の技術力、経験などの活用
　�　社会環境などの変化に柔軟に対応するとと

もに市民サービスの向上に努めるため、組織
体制を見直し、これまで以上に業務の効率化、
迅速化、費用縮減などを図り、下水道事業の
安定的な経営を進める必要があります。こ
れらの課題に対する解決手段の一つとして、
ウォーターＰＰＰの導入を検討しています。

 ●新技術の活用
　�　社会情勢の変化やニーズに柔軟に対応できる

よう、下水道新技術を積極的に活用し、低コス
トで効率的な下水道事業を目指します。

　�　成瀬クリーンセンターでは、情報通信技術
（ＩＣＴ）と人工知能（ＡＩ）を活用し、最適で効率

的な下水処理を行う技術（右図）を取り入れて
います。従来からある高度処理技術と比較して、
電力の削減、新規導入コストの縮減、ＡＩ制御に
よる運転管理労力の軽減が図られています。

３．危機管理体制の強化
●大規模災害に備えた取組み
　�　下水道施設は、日常生活における重要なライフラインのひとつです。大規模地震の発生によっ

て、下水処理場の施設機能停止、下水道管の破損による道路陥没、液状化によるマンホールの隆
起、排水不能により汚水が地表面にあふれるなど市民生活に甚大な影響を及ぼすことのないよう
地震対策の推進に取り組みます。

４． 公共用水域の水質保全
●下水処理場の運転管理
　�　下水処理場からの放流水質を良好に保つため、各工程に

おける水質検査を実施し、効率的に水処理を行っています。
また、放流水の水質検査を定期的に実施し、法令に基づく
排水基準を継続して遵守します。
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第６章 １０ヵ年の事業計画 

 
 

 

1

（１）住環境の改善

人口普及率 人口普及率99.5％（2035年度末時点）

水洗化率 水洗化率向上

② 年間管渠清掃延長 2035年度清掃延長：2.80km以内

（２）河川の水質向上への貢献

① 高効率散気装置導入率 導入率100％（2033年度完了予定）

（３）地球温暖化対策と資源の循環利用

① 温室効果ガス排出量
排出量削減
（2030年度：2013年度比46％削減）

② 再資源化率 再資源化率100％

2

（１）浸水対策の推進

浸水被害軽減対策箇所 5箇所完了

※ 雨水浸透設備設置補助 年10件

※ 道路冠水のリスク低減 パトロールの実施

※ 修繕計画に基づく計画的な維持管理 計画的な維持管理の実施

※ 管理計画に基づく効率的な維持管理 計画に基づいた維持管理

※
流域関係者（国・流域自治体・市民・NPO法人・企
業）との連携・協力の推進

連携・協力の推進

※ 情報発信による浸水対策の周知 浸水対策の周知の実施

被災時の事業継続 計画の運用・訓練の実施

（２）地震対策の推進

汚水管の耐震化率 耐震化率100％（2029年度完了予定）

雨水マンホールの耐震化率 耐震化率100％（2029年度完了予定）

成瀬クリーンセンターの耐震化率 耐震化率　96.4％（2035年度末時点）

鶴見川クリーンセンターの耐震化率 耐震化率　79.4％（2035年度末時点）

鶴川ポンプ場の耐震化率 耐震化率　100％（2034年度完了予定）

② 被災時の事業継続 計画の運用・訓練の実施

3

（１）効率的・効果的な維持管理の推進

下水道管の点検・調査延長 点検・調査延長586km

下水処理施設の詳細調査件数 年１０件以上

② 誤接続箇所の改善指導率 改善指導率　１００％

③ 効率的な維持管理 維持管理の実施

④ 新たな担い手の活用 新たな事業形態や運用方法の検討・実施

（２）計画的な改築更新

改築更新の実施
汚水管工事延長：15.0km
雨水管工事延長：13.4km

改築更新の実施 下水処理場・ポンプ場の改築更新

（３）持続可能な下水道財政基盤の確立

① 下水道資産の有効活用 有効活用の実施

下水道事業継続計画（地震編）の運用管理及び訓練の実施

資産の有効活用 資産の有効活用

地理情報システムを用いた維持管理情報の一元管理

民間活力の導入 民間のノウハウの活用

成瀬クリーンセンターの耐震化

鶴見川クリーンセンターの耐震化

鶴川ポンプ場の耐震化

経
営
の
効
率
化
及
び
健
全
化
・

① 状態監視保全の維持管理

管渠の点検・調査の実施

下水処理施設の詳細調査

汚水管への浸入水対策 汚水管への浸入水対策の実施

地理情報システムを用いた維
持管理情報の一元管理

①
「町田市ストックマネジメント計
画」に基づく改築更新

管渠の改築更新

下水処理場・ポンプ場の改築更新

地震対策

基本
理念

基本
方針

施　　策　　体　　系

　
　
　
　
　
　

① 浸水対策

浸水被害軽減対策

雨水浸透設備設置助成事業

下水道事業継続計画（水害編）の運用管理及び訓練の実施

下水処理水の水質向上

温室効果ガスの削減 温室効果ガス排出量の削減

エネルギー・資源の有効利用 資源の循環利用

豪雨前のパトロールの実施

水路などの維持管理の推進

次
世
代
に
つ
な
げ
る
良
好
な
水
環
境
を
目
指
し
て

　
よ
り
良
い
環
境
づ
く
り
の
推
進

環
境
に
配
慮
し
た
施
設
整
備
・

① 公共用水域の水質改善

汚水管整備

汚水管接続普及啓発・合併処理浄化槽設置の促進

油脂による汚水管の閉塞防止 油脂による汚水管の閉塞防止

下水処理水の水質向上

雨水調整池の維持管理の推進

流域関係者との流域治水に関する連携・協力の推進

情報発信を通じた浸水対策の周知の実施

① 管渠・処理施設の耐震化

汚水管の耐震化

雨水マンホールの耐震化

小　施　策
事　　　業

（※：一般会計事業）
指　　　標 目　　　標

SDGs（Sustainable Development Goals）:「持続可能な開発目標」 下水道部の事業は１７の目標のうち１０の目標達成に貢献します。 

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
・
安
心
な
暮
ら
し
の
構
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よ
り
良
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下
水
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サ
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入

第６章　１０ヵ年の事業計画 詳細は「本編」の P.５２〜 P.７８を参照
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1

（１）住環境の改善

人口普及率 人口普及率99.5％（2035年度末時点）

水洗化率 水洗化率向上

② 年間管渠清掃延長 2035年度清掃延長：2.80km以内

（２）河川の水質向上への貢献

① 高効率散気装置導入率 導入率100％（2033年度完了予定）

（３）地球温暖化対策と資源の循環利用

① 温室効果ガス排出量
排出量削減
（2030年度：2013年度比46％削減）

② 再資源化率 再資源化率100％

2

（１）浸水対策の推進

浸水被害軽減対策箇所 5箇所完了

※ 雨水浸透設備設置補助 年10件

※ 道路冠水のリスク低減 パトロールの実施

※ 修繕計画に基づく計画的な維持管理 計画的な維持管理の実施

※ 管理計画に基づく効率的な維持管理 計画に基づいた維持管理

※
流域関係者（国・流域自治体・市民・NPO法人・企
業）との連携・協力の推進

連携・協力の推進

※ 情報発信による浸水対策の周知 浸水対策の周知の実施

被災時の事業継続 計画の運用・訓練の実施

（２）地震対策の推進

汚水管の耐震化率 耐震化率100％（2029年度完了予定）

雨水マンホールの耐震化率 耐震化率100％（2029年度完了予定）

成瀬クリーンセンターの耐震化率 耐震化率　96.4％（2035年度末時点）

鶴見川クリーンセンターの耐震化率 耐震化率　79.4％（2035年度末時点）

鶴川ポンプ場の耐震化率 耐震化率　100％（2034年度完了予定）

② 被災時の事業継続 計画の運用・訓練の実施

3

（１）効率的・効果的な維持管理の推進

下水道管の点検・調査延長 点検・調査延長586km

下水処理施設の詳細調査件数 年１０件以上

② 誤接続箇所の改善指導率 改善指導率　１００％

③ 効率的な維持管理 維持管理の実施

④ 新たな担い手の活用 新たな事業形態や運用方法の検討・実施

（２）計画的な改築更新

改築更新の実施
汚水管工事延長：15.0km
雨水管工事延長：13.4km

改築更新の実施 下水処理場・ポンプ場の改築更新

（３）持続可能な下水道財政基盤の確立

① 下水道資産の有効活用 有効活用の実施

下水道事業継続計画（地震編）の運用管理及び訓練の実施

資産の有効活用 資産の有効活用

地理情報システムを用いた維持管理情報の一元管理

民間活力の導入 民間のノウハウの活用

成瀬クリーンセンターの耐震化

鶴見川クリーンセンターの耐震化

鶴川ポンプ場の耐震化
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の
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・

① 状態監視保全の維持管理

管渠の点検・調査の実施

下水処理施設の詳細調査

汚水管への浸入水対策 汚水管への浸入水対策の実施

地理情報システムを用いた維
持管理情報の一元管理

①
「町田市ストックマネジメント計
画」に基づく改築更新

管渠の改築更新

下水処理場・ポンプ場の改築更新
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① 浸水対策

浸水被害軽減対策

雨水浸透設備設置助成事業

下水道事業継続計画（水害編）の運用管理及び訓練の実施

下水処理水の水質向上

温室効果ガスの削減 温室効果ガス排出量の削減

エネルギー・資源の有効利用 資源の循環利用

豪雨前のパトロールの実施

水路などの維持管理の推進
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① 公共用水域の水質改善

汚水管整備

汚水管接続普及啓発・合併処理浄化槽設置の促進

油脂による汚水管の閉塞防止 油脂による汚水管の閉塞防止

下水処理水の水質向上

雨水調整池の維持管理の推進

流域関係者との流域治水に関する連携・協力の推進

情報発信を通じた浸水対策の周知の実施

① 管渠・処理施設の耐震化

汚水管の耐震化

雨水マンホールの耐震化

小　施　策
事　　　業

（※：一般会計事業）
指　　　標 目　　　標

SDGs（Sustainable Development Goals）:「持続可能な開発目標」 下水道部の事業は１７の目標のうち１０の目標達成に貢献します。 
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SDGs（Sustainable Development Goals）:「持続可能な開発目標」　下水道部の事業は１７の目標のうち１０の目標達成に貢献します。

「町田市公共下水道事業計画」区域内での汚水管整備 下水道整備課

汚水管接続普及啓発・合併処理浄化槽設置の促進 下水道整備課

グリーストラップの適正な維持管理方法の周知 下水道管理課

既存施設への高効率散気装置の導入 水再生センター

省エネルギー型機器（各施設照明のLED化や高効率機器）の導入 水再生センター

下水処理場から発生するすべての産業廃棄物の再資源化率100％の維持及び
下水汚泥等の肥料化の検討

水再生センター

雨水管理総合計画に基づく雨水管整備による効果的な浸水被害軽減対策 下水道整備課

雨水浸透設備事業補助金制度の促進 下水道管理課

豪雨前の事前点検パトロールの実施と、より効果的かつ効率的に実施するため
のパトロール箇所の見直し

下水道部全課
（下水道管理課）

水路修繕計画の策定及び計画的な修繕の実施 下水道管理課

市が管理する雨水調整池について管理計画の策定及び効率的かつ効果的な維
持管理

下水道管理課

関係者と連携した流域治水に関する課題や対応策の検討及び境川の流域関係
自治体と連携した河川管理者へ河川整備の促進

下水道経営総務課

雨水出水浸水想定区域図の作成・情報発信及び豪雨が予想される際の防災
メールの配信等浸水対策の周知

下水道部全課
（下水道経営総務課）

町田市下水道事業継続計画（水害編）の運用・訓練の実施 下水道部全課
（下水道経営総務課）

「町田市下水道総合地震対策計画」及び「上下水道耐震化計画」に基づいた汚水
管の耐震化の実施

下水道整備課

「町田市下水道総合地震対策計画」及び「上下水道耐震化計画」に基づいた雨水
マンホールの耐震化の実施

下水道整備課

「町田市下水道総合地震対策計画」及び「上下水道耐震化計画」に基づいた水処
理棟（地下構造物）の耐震化工事の実施

水再生センター

「町田市下水道総合地震対策計画」及び「上下水道耐震化計画」に基づいた耐震
化及び非常用発電設備の更新工事の実施

水再生センター

「町田市下水道総合地震対策計画」及び「上下水道耐震化計画」に基づいた耐震
化及び非常用発電設備の更新工事の実施

水再生センター

町田市下水道事業継続計画（地震編）の運用・訓練の実施 下水道部全課
（下水道経営総務課）

「町田市ストックマネジメント計画」に基づき策定した第３期点検・調査計画にお
いて、リスクの高い管渠から優先した点検・調査（スクリーニング）の実施

下水道管理課

重要度に応じた下水処理場、ポンプ場の設備状態の詳細調査及び計画的な改
築更新・修繕の実施

水再生センター

浸入水の多い処理分区におけるTVカメラや送煙調査などによる詳細調査の実
施、調査結果に基づいた計画的な修繕及び誤接続箇所の改善指導の実施

下水道部全課
（下水道管理課）
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リーンセンター及び鶴川ポンプ場の改築更新の実施

水再生センター

下水道資産を有効活用している事例についての評価・検証の実施及びその成
果を基にした新たな事例の検討

下水道部全課
（下水道経営総務課）
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担当課
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主要施策と主な取組みは以下のとおりとなります。

１． 環境に配慮した施設整備・より良い環境づくりの推進
 ⑴　住環境の改善
　１９６４年度から下水道事業を開始し、２０２４年度末には下水道人口普及率が９９．１％に達しまし
た。今後は、市街化区域の未整備箇所や市街化調整区域への地域性を踏まえた汚水管整備を進め、
２０３５年度末までに普及率９９．５％を目指します。また、整備済み区域での接続普及啓発や「町田市
公共下水道事業計画」区域外での合併処理浄化槽の設置を促進し、水洗化率の向上を図ります。さ
らに、飲食店などから排出される油脂による管の閉塞を防ぐため、グリーストラップの適正な維持
管理を周知し、下水道機能の維持に努めます。

表６－１　汚水管整備延長と年度別事業費

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 合計

整備延長
（km)

2 1 1.5 1.6 1 0.7 0.7 0.7 1 0.9 11.1

汚水管整備費
（百万円）

908 595 440 483 328 267 269 282 372 305 4,249

年度

表６－２　管清掃延長と管清掃費用
年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 合計

管 清 掃 延 長
(ｋm)

3.16 3.12 3.08 3.04 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84 2.80 29.80

管 清 掃 費 用
（百万円）

8.05 7.95 7.85 7.74 7.64 7.54 7.44 7.34 7.23 7.13 75.91

図６－１　成瀬クリーンセンターの高効率散気装置
図６－２　高効率散気装置導入前後のイメージ

従来型
散気装置

高効率
散気装置

反応タンク

反応タンク

散気装置の目を細かくする

 ⑵　河川の水質向上への貢献
　成瀬クリーンセンターと鶴見川クリーンセンターから放流される処理水が流れ込む東京湾では、
富栄養化による赤潮が問題となっています。この原因となる窒素やりんを効果的に除去するため、
高度処理施設の導入を進めています。既存施設の改築に合わせて順次導入する長期計画に加え、当
面の対策として、既存施設に高効率散気装置を導入し、水質向上を図ります。
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図６－３　浸水対策の概要（イメージ）

 ⑶　地球温暖化対策と資源の循環利用
　下水道事業においては、汚水処理や汚泥の焼却過程で多くの温室効果ガスを排出しているため、
その量を把握し、適切な排出抑制対策を講じることが求められています。下水処理場では汚泥の高
温焼却や次世代型焼却炉の導入、再生可能エネルギー発電による電力や町田市バイオエネルギーセ
ンターでのごみ焼却発電（自己託送）による電力を利用し温室効果ガス排出量のさらなる削減に努
めています。
　また、資源の循環利用にも注力しており、産業廃棄物の再資源化率は２０２４年度末に１００％を達
成しました。今後はこの水準を維持するとともに、下水汚泥の新たな再資源化方法として、肥料化
についても検討を進めていきます。

２．災害に強いまちづくりの推進・安心な暮らしの構築
 ⑴　浸水対策の推進
　２０２５年度から「町田市雨水管理総合計画」に基づき、下水道による効果的な浸水対策推進に向
けた取組みを開始しました。この計画では浸水シミュレーションなどを活用して地域ごとのリスク
を評価し、雨水管整備などのハード対策と、豪雨前のパトロールといったソフト対策を組み合わせ
て総合的に進めていきます。
　また、個人住宅への雨水浸透設備の設置補助、市内の水路や雨水調整池の計画的な維持管理、河
川管理者や流域自治体と連携した流域治水も推進します。市民への浸水対策情報の発信や災害時の
機能維持を目的とした「下水道事業継続計画（水害編）」の運用・訓練にも引き続き取り組みます。
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図６－４　当市の地震対策の概要（イメージ）

鉄道
雨水管

町田市役所

病院

帰宅困難者受入れ施設
（一時滞在施設）

下水処理場

放流
河川

避難施設

ポンプ場

道路

一般汚水管
重要汚水管

一般雨水管
重要雨水管

消毒施設など
水処理施設の
耐震化等

要配慮者関連施設

汚水管

図６－５　��耐震補強工事中の建物（上）
　　　　耐震化工事完了後の建物（下）

 ⑵　地震対策の推進
　大規模地震発生時における下水道機能の確保と、マンホール浮上による交通障害などを防ぐため、

「町田市下水道総合地震対策計画」、「町田市上下水道耐震化計画」に基づき、施設の耐震化を計画
的に進めます。液状化が予測される地域の重要汚水管や雨水マンホールの耐震化については２０２９
年度、ポンプ場については２０３４年度、下水処理場については２０３７年度完了を目途に耐震化を進
めるとともに、非常用発電設備の更新など減災対策も実施します。また「町田市下水道事業継続計
画（地震編）」の訓練を通じて災害対応力を高めます。

３．経営の効率化及び健全化・より良い下水道サービスの導入
 ⑴　効率的・効果的な維持管理の推進
　「町田市ストックマネジメント計画」を策定し、施設の点検・調査から修繕・改築までを計画的
に行っています。これにより、施設の長寿命化とコストの削減を図ります。具体的には、管渠及び
下水処理施設の状況を常に監視して、異常の早期発見による故障予防及び最適な時期の修繕により
維持管理を行う状態監視保全や、１０年間で５８６ｋｍの管渠調査などを実施します。
　また、２０２５年１月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没を受け、町田市独自の緊急点検と、国か
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図６－６　スクリーニング調査の状況（左）、破損状況のイメージ（右）

図６－７　更生工事前のコンクリートが劣化した下水道管（左）、更生工事後の下水道管（右）

らの要請による全国特別重点調査を実施しました。今後は、これらの点検調査結果を次期計画の見
直し時の点検や調査の優先順位設定に反映させる予定です。
　加えて、２０２５年度に策定した「町田市雨天時浸入水対策計画」に基づいた雨天時浸入水対策、
地理情報システム（ＧＩＳ）を活用した維持管理情報の一元化による業務の効率化を進めます。
　さらに、国の「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」を踏まえ、維持管理と更新を一体的に委ねるなど、
より高度な官民連携手法の導入を検討します。先進自治体の事例を参考に、サービスの質を維持・
向上させつつ、災害時の対応体制も確保できる形で段階的に導入を進める方針です。

 ⑶　持続可能な下水道財政基盤の確立
　下水道資産を有効活用し、収益確保と経費削減を図ります。具体例として、処理場敷地の一部を
スポーツ練習場として貸し出す取り組みや、下水道用地への自動販売機設置などを継続します。ま
た、現在大部分が利用されていない雨水調整池の上部について、民間提案制度を活用し、レクリエー
ション施設などへの活用方法を検討していきます。

 ⑵　計画的な改築更新
　「町田市ストックマネジメント計画」に基づき、点検・調査の結果をもとに改築計画を策定し、
汚水管・雨水管及び成瀬クリーンセンター・鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場、それぞれの
劣化状況を踏まえた改築更新を実施します。
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第７章　投資・財政計画

１．投資・財政計画（１０ヵ年の収支見通し）
　第５章の取組みと第６章の事業計画を踏まえ今後１０ヵ年の事業費見通しと財政見通しを積算し、
作成した「投資・財政計画」は、以下のとおりです。

12 
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 ⑴　事業費見通し
　収益的支出において、下水道施設の維持管理委託や施設老朽化に対応するための修繕費・委託料、
下水処理場の運転費用（動力費及び薬品費の合計）などは、今後３０～３８億円で推移する見込みです。
この支出は、下水道施設を維持していくために必要な固定的費用と言えます。
　資本的支出において、固定費である企業債償還金（企業債の元金償還金）は、今後２７～３０億円
で推移する見込みです。また、建設改良費は、下水処理場の設備など更新工事（処理場・ポンプ場
改良費）が１１～２９億円、管渠の改築更新工事（管渠改良費）が７～１５億円、管渠の整備工事（管渠
整備費）が４～１５億円で推移する見込みです。

 ⑵　一般会計繰入金収入の見通し
　「雨水公費・汚水私費の原則」に基づき、公費負担の対象となる事業の財源については一般会計
繰入金（他会計負担金）収入を前提として収入額を積算しています。なお、「分流式下水道等に要
する経費」に係る繰入金については、前計画を引継ぎ２０３０年度にゼロとなるよう、段階的に削減
します。その結果、一般会計繰入金は１０ヵ年で平均１３．６億円となります。

 ⑶　下水道使用料収入の見通し
　下水道事業の根幹をなす下水道使用料収入は、第８章で示す使用料改定を前提として収入額を積
算しています。使用料改定によって一時的に増収となりますが、有収水量の減少により徐々に減収
する見込みです。

２．財政見通し
 ⑴　当年度純利益の状況
　使用料改定により収益的収入が収益的支出を上回ることから、２０２７年度以降は当年度純利益を
確保できる見込みです。しかし、収益的支出は今後も毎年度１２４億円を超えることが見込まれるた
め、更なる経費削減に努めるとと
もに、使用料改定を含めた収入増
加に努め、利益を確保する必要が
あります。

図７－１　当年度純利益の推計
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  ②　現金預金の状況
　現金預金の残高は、２０３０年度と２０３１年度にやや減少するものの、２０３５年度まではプラスで推
移する見込みです。なお、第３章の将来推計では、現行の使用料体系を維持した場合の使用料収入
は減少見込みとなっており、第８章
で示す使用料改定により現金預金の
残高を維持できる状況です。将来の
企業債償還金や施設更新需要、緊急
事態などに備えるために、今後も一
定程度の資金を企業内部に留保して
いく必要があります。

 ⑶　 資金の状況
  ①　補填財源の状況
　資本的収入が資本的支出に不足する部分については、収益的収支を執行した結果などによって生
じる「補填財源（企業の内部に留保している現金などのうち、使用することが性質上差し支えない部
分のこと ）」で補う必要があります。
補填財源充当可能額を算定すると
2035年度までは毎年度、資本的
収入が資本的支出に不足する額を
上回る見通しとなっており、今後
10ヵ年は補填財源不足が生じない
見込みです。

図７－２　資本的収入が資本的支出に不足する額

▲ 2,539

▲2,921▲2,894

▲2,915

▲3,210▲3,240

▲2,891

▲ 2,997

▲ 2,877 ▲ 2,859

▲ 3,800

▲ 3,600

▲ 3,400

▲ 3,200

▲ 3,000

▲ 2,800

▲ 2,600

▲ 2,400

▲ 2,200

▲ 2,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

資本的収入 資本的支出 資本的収入が資本的支出に不足する額

7 9 1 3 5

資
本
的
収
支
額
（
百
万
円
）

不
足
す
る
額
（
百
万
円
）

年度

3,280

4,116
4,455 4,536 4,475 4,285 4,507

4,992
5,262 5,445

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

資本的収入が資本的支出に不足する額 補填財源充当可能額

年度

不
足
額
・
充
当
可
能
額
（
百
万
円
）

図７－４　現金預金残高の推移
 ※ 未収金・未払金については考慮せずに算出しています。
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 ⑵　資本的収支の不足額の状況
　下水道事業の資本的収支では、
支出の大部分を占める企業債償還
金に連動する財源収入がほとんど
無いため、構造的に収支不足が生
じます。今後の１０ヵ年で資本的収
入が資本的支出に不足する額は、
２５～３２億円で推移する見込みです。

図７－３　資本的収入が資本的支出に不足する額と補填財源充当可能額
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第８章　経費回収率向上に向けたロードマップ

１．経費回収率の今後の見込み
　下水道事業の収入の根幹をなす下水道使用料収入は、人口減少等による有収水量の減少に伴い、
緩やかに減収していく見込みです。一方で、汚水処理費は、物価高騰や労務単価の上昇、施設の老
朽化に対応するための修繕費の上昇等により、増加していく見込みです。
　公営企業である下水道事業では独立採算が原則であり、使用者が負担する下水道使用料収入によ
り汚水処理費を賄う必要があります。しかし、汚水処理費を下水道使用料収入で賄えているかを示
す経費回収率は１００％を下回り、今後さらに低下することが予想されます。

２．下水道使用料改定の必要性
　これまで経費削減や収入確保など経営努力を積み重ね、引き続き取り組んでいきますが、今後は、
その取組みの効果を上回る規模の汚水処理費の増加が見込まれます。汚水処理費に対して必要な下
水道使用料が不足すると、老朽化が進む施設の修繕や更新の費用を賄うことができず、適切な維持
管理ができなくなることや改築更新が滞ることが想定されます。
　下水道管の劣化による道路陥没や老朽化による処理場の停止といった事態を招くことなく、今後
も安定した下水道サービスを提供し続けるためには、下水道使用料改定が必要な状況にあります。た
だし、改定率が大きくなることによる市民生活等への影響に配慮し、改定は段階的に行う必要があ
ります。下水道使用料の見直しを本計画（経営戦略）の改定に併せて５年ごとに行う場合、２０２６
年度中に改定率３５％、２０３１年度に改定率１１％程度の下水道使用料改定を行う必要が生じます。
　経営戦略の次期改定（２０３０年度末）の際には、２０２６年度下水道使用料改定の検証結果や２０３１
年度以降の財政見通しを踏まえて、下水道使用料のあり方（改定の必要性、改定率、料金体系など）
を再度検討し、経営の健全化を図っていく必要があります。

図８－１　経費回収率の推計
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詳細は「本編」の P.９０〜 P.９２を参照
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表８－１　経費回収率向上に向けたロードマップ

表８－２　経費回収率の目標値

３．経費回収率向上に向けたロードマップ
 ⑴　経費回収率向上に向けた取組みと実施予定時期
　国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（令和２年７月
２１日付け国水下企第３４号）」に基づき、経費回収率向上に向けたロードマップを策定します。今後
は、経営戦略の改定（５年ごと）に併せて、ロードマップを改定します。
　下水道使用料の見直しについては、段階的なものとするため、２０２６年度に改定を行い、２０２９・
２０３０年度に次の改定を検討します。ロードマップ及び経営戦略の改定に併せて、下水道使用料に
関する試算・検討を行います。
　また、引き続き、効率化・経営健全化の取組み（第５章）や事業計画の推進（第６章）を行い、
経費削減と収入確保に取り組みます。

 ⑵　業績目標
　経費回収率向上に向けた業績目標を以下に示します。本計画に基づき実施予定の事業や使用料改
定の効果が表れる２０２７年度以降は、「１００％以上」を目指します。

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

① 策定 検討 改定 検討 改定

② 検討 改定 検討 検討 改定 検討 検討

③
実施 実施

年度

経費回収率向上に向けた
ロードマップの改定
（経営戦略の改定に併せ
て実施）

使用料の見直し及び改定

効率化・経営健全化の
取組み（第５章）や事業
計画の推進（第６章）

 

年度 （実績） （見込） ２０２ ～ 【目標】

経費回収率 ％ １００％以上
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図９－１　ＰＤＣＡサイクル

第９章　進捗管理

１．進捗管理の概要
　経営戦略は、策定後も進捗管理や分析・評価を行い、その結果を踏まえて定期的な見直しを行う
ことが求められます。分析・評価や見直しにあたり、計画と実績との乖離状況やその原因を分析し、
結果を企業経営や計画に反映させるＰＤＣＡサイクルの手法を用います。 
　各事業の進捗管理や経営・財務の状況の分析・評価を行い、その結果を活用して、原則として５
年ごとに経営戦略の改定を行います。

Plan - 計画の策定・改定

Action - 事業の見直し・改善

Ｄo - 事業の実施

Check - 結果の分析・評価、検証

PDCAサイクルによる進捗管理

２．経営指標の目標
　経営の健全性及び効率性の状況を把握するうえで特に重要かつ目標値を定めて取り組むべき２つ
の経営指標について、目標値を設定し、進捗管理に活かします。
　目標とする「経常収支比率１００％以上」及び「経費回収率１００％以上」を２０２７年度に達成し、
２０２８年度以降も維持することを目指します。

表９－１　経営指標の目標値

 

20 
 

経営指標
２０２４年度

（実績）

２０２６年度

（見込）

２０２７～２０３５年度

【目標】
方針

（経営の健全性）

経常収支比率
％ ％ １００％以上

事業の効率化等による経費削減

と財源確保により、毎年度１００％

以上を目指す

（経営の効率性）

経費回収率
％ ７％ １００％以上

経費回収率向上に向けた

ロードマップ（第８章）のとおり、

毎年度 ％以上を目指す

詳細は「本編」の P.９３〜 P.９５を参照
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